
印西市環境保全条例施行規則 (平成２８年規則第１１４号 )の一部改正  

について  

 

１  改正の要旨  

 (1) 別表第４を改めるもの  

 (2) 特定建設作業の規制基準適用除外規定を追加するもの  

 

２  改正の理由  

 （ 1) 市民生活を支える重要なライフラインの供給不足等による著しい悪影  

響を防止するため、適用除外とする事業を新たに指定するもの  

 

３  新旧対照表  

新  旧  

第１条～第８条  （略）  

（騒音又は振動に係る規制基準）  

第９条  条例第 18条第１項の規制基準

は、 別表 第４ に掲 げる とお りとす

る。  

第１条～第８条  （略）  

 （騒音又は振動に係る規制基準）  

第９条  条例第 18条第１項の規制基準  

 は、別表第４に掲げるとおりとす

る。  

第 10条～第 29条  （略）  第 10条～第 29条  （略）  

別表第１（第６条）～別表第３（第８

条）  （略）  

別表第４（第９条）  

別表第１（第６条）～別表第３（第８

条）  （略）  

別表第４（第９条）  

１  （変更なし）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  特定建設作業の騒音又は振動

が、午後７時から翌日の午前７

時までの間において行われる特

定建設作業に伴って発生するも

のでないこと。ただし、災害そ

の他非常の事態の発生により当

該特定建設作業を緊急に行う必

要がある場合、人の生命又は身

体に対する危険を防止するため

特に当該特定建設作業を行う必

１   特定建設作業の騒音が、特定

建設作業の場所の敷地の境界線

において、 85デシベルを超える

大きさのものでないこと。  

また、特定建設作業の振動

が、建設作業の場所の敷地の境

界線において、別表第３の１の

項、４の項、及び６の項から 10

の項までに掲げる特定建設作業

にあっては、 75デシベルを超え

る大きさのものでないこと。  

２  特定建設作業の騒音又は振動

が、午後７時から翌日の午前７

時までの間において行われる特

定建設作業に伴って発生するも

のでないこと。ただし、災害そ

の他非常の事態の発生により当

該特定建設作業を緊急に行う必

要がある場合、人の生命又は身

体に対する危険を防止するため

特に当該特定建設作業を行う必
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要がある場合、ガス、電気、水

道及び下水道の供給に係る市民

生活への著しい悪影響を防止す

るために、特に当該特定建設作

業を行う必要がある場合、鉄道

又は軌道の正常な運行を確保す

る た め 特 に 本 文 に 掲 げ る 時 間

（以下「夜間」という。）にお

いて当該特定建設作業を行う必

要がある場合、道路法（昭和 27

年法律第 180号）第 34条の規定に

より、道路の占用の許可に当該

特定建設作業を夜間に行うべき

旨の条件が付された場合及び同

法第 35条の規定による協議にお

いて当該特定建設作業を夜間に

行うべきことと同意された場合

並びに道路交通法第 77条第３項

の規定により、道路の使用の許

可に当該特定建設作業を夜間に

行うべき旨の条件が付された場

合及び同法第 80条第１項の規定

による協議において当該特定建

設作業を夜間に行うべきことと

された場合における当該特定建

設作業に係る騒音又は振動は、

この限りでないこと。  

３  特定建設作業の騒音又は振動

が、当該特定建設作業の場所に

おいて１日 10時間を超えて行わ

れる特定建設作業に伴って発生

するものでないこと。ただし、

災害その他非常の事態の発生に

より当該特定建設作業を緊急に

行う必要がある場合、人の生命

又は身体に対する危険を防止す

るため特に当該特定建設作業を

行う必要がある場合及びガス、

電気、水道及び下水道の供給に

係る市民生活への著しい悪影響

を防止するために、特に当該特

定建設作業を行う必要がある場

合における当該特定建設作業に

要がある場合、鉄道又は軌道の

正常な運行を確保するため特に

本 文 に 掲 げ る 時 間 （ 以 下 「 夜

間」という。）において当該特

定建設作業を行う必要がある場

合、道路法（昭和 27年法律第 180

号）第 34条の規定により、道路

の占用の許可に当該特定建設作

業を夜間に行うべき旨の条件が

付された場合及び同法第 35条の

規定による協議において当該特

定建設作業を夜間に行うべきこ

とと同意された場合並びに道路

交通法第 77条第３項の規定によ

り、道路の使用の許可に当該特

定建設作業を夜間に行うべき旨

の条件が付された場合及び同法

第 80条第１項の規定による協議

において当該特定建設作業を夜

間に行うべきこととされた場合

における当該特定建設作業に係

る騒音又は振動は、この限りで

ないこと。  

 

 

 

 

３  特定建設作業の騒音又は振動

が、当該特定建設作業の場所に

おいて１日 10時間を超えて行わ

れる特定建設作業に伴って発生

するものでないこと。ただし、

災害その他非常の事態の発生に

より当該特定建設作業を緊急に

行う必要がある場合及び人の生

命又は身体に対する危険を防止

するため特に当該特定建設作業

を行う必要がある場合における

当該特定建設作業に係る騒音又

は 振 動 は 、 こ の 限 り で な い こ

と。  

 

 



係る騒音又は振動は、この限り

でないこと。  

４  特定建設作業の騒音又は振動

が、特定建設作業の全部又は一

部に係る作業の期間が当該特定

建設作業の場所において連続し

て６日を超えて行われる特定建

設作業に伴って発生するもので

ないこと。ただし、災害その他

非常の事態の発生により当該特

定建設作業を緊急に行う必要が

ある場合、人の生命又は身体に

対する危険を防止するため特に

当該特定建設作業を行う必要が

ある場合及びガス、電気、水道

及び下水道の供給に係る市民生

活への著しい悪影響を防止する

ために、特に当該特定建設作業

を行う必要がある場合における

当該特定建設作業に係る騒音又

は 振 動 は 、 こ の 限 り で な い こ

と。  

５  特定建設作業の騒音又は振動

が、日曜日その他の休日に行わ

れる特定建設作業に伴って発生

するものでないこと。ただし、

災害その他非常の事態の発生に

より当該特定建設作業を緊急に

行う必要がある場合、人の生命

又は身体に対する危険を防止す

るため特に当該特定建設作業を

行う必要がある場合、ガス、電

気、水道及び下水道の供給に係

る市民生活への著しい悪影響を

防止するために、特に当該特定

建 設 作 業 を 行 う 必 要 が あ る 場

合、鉄道又は軌道の正常な運行

を確保するため特に当該特定建

設作業を日曜日その他の休日に

行う必要がある場合、電気事業

法施行規則（昭和 40年通商産業

省令第 51号）第１条第２項第１

 

 

４  特定建設作業の騒音又は振動

が、特定建設作業の全部又は一

部に係る作業の期間が当該特定

建設作業の場所において連続し

て６日を超えて行われる特定建

設作業に伴って発生するもので

ないこと。ただし、災害その他

非常の事態の発生により当該特

定建設作業を緊急に行う必要が

ある場合及び人の生命又は身体

に対する危険を防止するため特

に当該特定建設作業を行う必要

がある場合における当該特定建

設作業に係る騒音又は振動は、

この限りでないこと。  

 

 

 

 

 

５  特定建設作業の騒音又は振動

が、日曜日その他の休日に行わ

れる特定建設作業に伴って発生

するものでないこと。ただし、

災害その他非常の事態の発生に

より当該特定建設作業を緊急に

行う必要がある場合、人の生命

又は身体に対する危険を防止す

るため特に当該特定建設作業を

行う必要がある場合、鉄道又は

軌道の正常な運行を確保するた

め特に当該特定建設作業を日曜

日その他の休日に行う必要があ

る 場 合 、 電 気 事 業 法 施 行 規 則

（ 昭 和 40 年 通 商 産 業 省 令 第 51

号）第１条第２項第１号に規定

する変電所の変更の工事として

行う特定建設作業であって当該

特定建設作業を行う場所に近接

する電気工作物の機能を停止さ



号に規定する変電所の変更の工

事として行う特定建設作業であ

って当該特定建設作業を行う場

所に近接する電気工作物の機能

を停止させて行わなければ当該

特定建設作業に従事する者の生

命又は身体に対する安全が確保

できないため特に当該特定建設

作業を日曜日その他の休日に行

う必要がある場合、道路法第 34

条の規定により、道路の占用の

許可に当該特定建設作業を日曜

日その他の休日に行うべき旨の

条件が付された場合及び同法第

35条の規定による協議において

当該特定建設作業を日曜日その

他の休日に行うべきことと同意

された場合並びに道路交通法第

77条第３項の規定により、道路

の使用の許可に当該特定建設作

業を日曜日その他の休日に行う

べき旨の条件が付された場合及

び同法第 80条第１項の規定によ

る協議において当該特定建設作

業を日曜日その他の休日に行う

べきこととされた場合における

当該特定建設作業に係る騒音又

は 振 動 は 、 こ の 限 り で な い こ

と。  
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せて行わなければ当該特定建設

作業に従事する者の生命又は身

体に対する安全が確保できない

ため特に当該特定建設作業を日

曜日その他の休日に行う必要が

ある場合、道路法第 34条の規定

により、道路の占用の許可に当

該特定建設作業を日曜日その他

の休日に行うべき旨の条件が付

された場合及び同法第 35条の規

定による協議において当該特定

建設作業を日曜日その他の休日

に行うべきことと同意された場

合並びに道路交通法第 77条第３

項の規定により、道路の使用の

許可に当該特定建設作業を日曜

日その他の休日に行うべき旨の

条件が付された場合及び同法第

80条第１項の規定による協議に

おいて当該特定建設作業を日曜

日その他の休日に行うべきこと

とされた場合における当該特定

建 設 作 業 に 係 る 騒 音 又 は 振 動

は、この限りでないこと。  

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

 

 



  

  

 

 


